
1 
 

 

宇治市のりあい交通事業について 

 

１．制度策定までの経過                          

 

平成25年11月20日 第3回公共交通活性化委員会 

 

平成26年1月22日 第4回公共交通活性化委員会 

 

平成26年3月 宇治市のりあい交通事業の策定 

       ⇒「宇治市のりあい交通事業 しおり」（別紙）を作成。 

各地域、事業者へ配布 

 

  平成26年4月 明星町地区のりあい交通事業の開始。西小倉、槇島地域では引き続き

地元協議 

 

平成26年7月11日 第5回公共交通活性化委員会 

 

 

２．地域との取組、事業者との協議状況                  

（１）地域の取組 

①明星町  H26.2～3月  3者協議 

3.31  試験運行協定書締結（明星町自治会、京都京阪バス、宇治市） 

  4. 1 「明星町地区のりあい交通」試験運行開始 

  4月  新ダイヤの検討、バスの愛称及びデザインの検討 

           6. 1  ダイヤ改正、バス停の移設、新デザイン「明星Rainbow Bus」の運行

記念式典 

 

 

 

 

 

【課題】(明星町)創意工夫により利用促進の取り組みを継続 

②西小倉：西小倉地域バス問題検討委員会 

⇒西小倉自治連合会の役員や地域の交通に関心のある方の集まり。 

H26.3～6月  今後の進め方や地域に合った乗合運送についての意見交換 

      7月   他市町村への取り組み視察(予定) 

 

・制度(案) 

資料３ 

・地域公共交通会議の設置について 

・住民、交通事業者、行政の三

者協働による公共交通確保支

援策について公表 
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③槇島：NPO槇島絆の会(地元の方の集まり)が主体となって話し合い。 

 H26.2月～3月  新路線の検討 

            4.14 「槇島地域の公共交通について考える」 

(各町内会の住民も交えてのグループ 

ワーク：参加者30人程度) 

          7.13「槇島地域の公共交通について考える」（予定） 

(各町内会長を集めての話し合い)  

 

【課題】(西小倉、槇島) 

    ・各町内とどのように話し合いを進めていくのか。 

   ・地域の予算をどの程度確保できるのか。 

・具体的な運行計画の作成と運行経費の算出 

     ⇒地元負担金の確保の目途、運行事業者の選定 

 

（２）事業者協議 

時期：平成26年4月18日 

事業者：タクシー事業者3社 

  協議内容：「宇治市のりあい交通事業」の内容説明 

 

３．その他公共交通の利用促進に関する取組                            

（１）宇治市職員新人研修：平成26年4月1日(火) 

   ⇒通勤の公共交通利用を呼びかけ 

 

 

 

 

 

（２）お出かけマップの作成：平成26年6月1日作成(別紙) 

   ⇒各バス事業者の路線マップをわかりやすく 

まとめて掲載し、市のホームページ、市政 

だよりへの掲載。公共施設等へ配架。 

 

 

 

H26.6.15市政だより掲載  

 

（３）宇治橋通り「わんさかフェスタ」での啓発 

：平成25年度に続き、今年度も参加予定。 

H26.4.14槇島ｺﾐﾆﾃｨｾﾝﾀｰにて

H26.4.1宇治市職員新人研修


